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平成２３年度第１回富里市国民健康保険運営協議会会議録要点筆記 

 
招集年月日 平成２３年 ７月２０日 

招集の場所 富里市中央公民館２階 研修室 

開会・閉会 
の  時  間 

開会  平成２３年 ８月１１日 １５時２５分 

閉会  平成２３年 ８月１１日  １６時４０分 

氏    名 出欠等の別 届出の有無 

◎池田  明 ○  

○大塚 良一 ○  

林田 美惠子 ○  

綿貫 文雄 ○  

大竹 俊子 ○  

田中 章三 ○  

我妻 道生 欠 有 

内田 啓二 ○  

◎会長 
○会長職務代理 

麻野 邦子 ○  

会議録署名委員 池田 明 

国保年金課長     鴇﨑 敏明 

国保年金課副主幹  甲田 修巳 

国保年金課主査   君塚  純 

 

説明のため出席 
した者の職氏名 

 
職務のため出席 
した者の職氏名

 
 

会議に附した事件 別紙のとおり 

会議の経過 別紙のとおり 
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平成２３年度第１回富里市国民健康保険運営協議会会議次第 
 

日 時 平成２３年８月１１日（木） 
午後１５時３０分～ 

場 所 中央公民館２階 研修室大 
 
 
１ 開 会 
 
２ 市長あいさつ 
 
３ 委嘱状の交付 
 
４ 会長の選任 
 
５ 議 題 

平成 23 年度富里市国民健康保険特別会計補正予算(案)について 
 
 
 
 
６ その他 
（１）平成 22 年度富里市国民健康保険特別会計決算状況について 
 
 
 
 
（２）一部負担金の減免について 
 
 
 
 
７ 閉 会 
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○委員の意見     ⇒市の説明 
 
議題 
 
平成 23 年度富里市国民健康保険特別会計補正予算(案)について 
⇒9 月議会に上程する平成 23 年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（案）については，歳入歳

出の合計にそれぞれ 97 万 4 千円を増額し，歳入歳出予算の総額を 54 億 5,489 万 4 千円とするも

のです。内容としては，千葉県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）の負担金につ

いて，平成 23 年度予算編成時に連合会の推計に基づき示された負担金額に不足が生じたため 3 万

6 千円を増額するとともに，一般会計からの繰出金について支出額が確定したため，精算を行うも

のです。なお，財源については基金を 97 万 4 千円取り崩して対応させていただきます。 
○国保連合会の負担金はどういったものですか。レセプト点検なども含まれますか。 
⇒国保連合会を運営するための事務的経費です。レセプトの審査手数料は別になります。 
○繰出金の説明欄に 93 万 8,639 円マイナス千円と書いてあるが千円とは何ですか。 
⇒当初予算のときに予算項目を立てるためのものです。 
 
採決  挙手全員 
 
６ その他 
（１）平成 22 年度富里市国民健康保険特別会計決算状況について 
⇒平成 22 年度国民健康保険特別会計決算額は，歳入 51 億 5,889 万円で,前年度の 49 億 10 万円から

2 億 5,879 万円，5.28％の増となりました。また，歳出については，50 億 921 万円で，前年度の

48 億 4,186 万円から 1 億 6,735 万円，3.46％の増となりました。被保険者数は 22 年度末で 18,130
人で対前年度比 333 人，1.87％の増となり，そのうち，退職被保険者は 989 人で対前年度比 174
人，17.59％の増となっております。要因としては，団塊の世代の方々加入が増えており，今後も

この傾向はこの先も多少続くものと思われます。歳入のうち，国民健康保険税については景気の

低迷により 22 年度現年分の調定額は 7,400 万円ほど減となっています。逆に滞納繰越分について

は調定額 4,242 万円増加しました。なお，現年分の収納率は 79.14％，前年度比 1.53％の増，滞

納繰越分の収納率は 12.1％，前年度比 1.67％の増となりました。歳出については，保険給付費が

2 億 3,296 万円，前年度比 7.64％の増，高額療養費は 3,407 万円，12.24％の増となっています。

要因として，高額な医療が年々増えてきております。歳入歳出差し引き 1 億 4,967 万 7,228 円の

剰余金については，2 分の 1 の 7,483 万 8,614 円を基金へ積立，残りを 23 年度の繰越金として処

理します。 
○千葉県で広域化に向けて安定化指針を策定したため，財政調整交付金の減額がなくなったという

ことですが，県単位で国保会計を運営することを目指しているのか，それとも財政の安定化のみ

をもって広域化という観点ですか。 
⇒将来的に都道府県単位での国保の運営を目指すということで考えているようです。 
○資料には前年度との比較だけ掲載されています。予算も掲載すべきではないでしょうか。 
⇒どの程度の増減があったのか分かりやすくするために前年度の決算額と比較しております。来年度
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は予算についても掲載できるように調整したいと思います。 
○決算額を見ると，保険給付費が去年に比べて非常に増えています。金額にすると 2 億 3,300 万位

増えていますが，これを何とかする方策を検討するべきと思います。そのためには早期発見や健康

を維持するために運動や食事療法をやってもらうなどが大事になると思います。保健事業費にもっ

とお金をかけて給付を減らす方法を考えるべきであり，病気をしないいうような方法にもっと力を

入れていくべきと思います。 
⇒昨年度は保険給付費が 2 億数千万円ほど増えており，今後も年々増えていく傾向にあると思いま

す。国保としては，健康推進課と協力しながら 40 歳以上の方々に対して特定健康診査を実施し，

対象となる方々に対して保健指導を実施しております。また，高額な医療を受けている方々のデー

タを見て保健指導のあり方を研究することが必要だと思います。そのような取組みも今後も行った

上で予防対策ということで取り組んでいくべきと思っております。 
○健康診査は何年か前から有料にされましたが，受診率は減ってませんか。 
⇒平成 20 年度以前は，健康推進課において住民健診という形で実施しておりましたので，社会保険

の被扶養者であっても受診できましたが，20 年度以降は基本的に国民健康保険に加入している 40
歳以上ということになりましたので単純な受診率等の比較はできません。なお，平成 20 年度から

法律改正により各医療保険者が実施義務者となりましたので，自己負担ということで 1,000 円いた

だくことになりました。また，平成 21 年度から健康推進課で行っているがん検診が一部有料化さ

れました。 
○テレビで広島県の呉市を取り上げていた。呉市では医療費の無駄がないかをチェックするため，レ

セプトをデータベース化し，月 15 回以上の受診者に対して健康指導を行っています。また，ジェ

ネリック医薬品を使った場合の差額通知を送付し，ジェネリック医薬品を推進した結果，1 億円の

減額になったということでした。さらに，糖尿病の可能性がある方に対して生活習慣が重篤化しな

いように事前にかなり指導を強めており，かなり医療費が軽減されたということでした。 
○健康を維持して支出を少なくするっていうことは重要である。しかし，これから団塊の世代が国保

に加入してくるので，医療費が増加する要因としては被保数が多くなっていることも要因だと思い

ます。その辺の数字も出して説明したほうが分かりやすいと思います。 
⇒次回の会議時に資料を配付します。 
 
 
（２）一部負担金の減免について 
⇒国民健康保険法第 44 条に基づき生活等が非常に困難になった方に対して，一部負担金の徴収猶予

又は負担金の減免等について国から基準が示されました。後期高齢者医療については，国基準と同

様の案で検討されており，国基準を超えて減免を認めた場合は特別調整交付金の対象外となります

ので，富里市国民健康保険についても後期高齢者に合わせるように検討していきたいと考えていま

す。 
○現在，富里市では一部負担金の減免制度はないんですか。 
⇒現在はありません。千葉県内では 54 市町村中 12 保険者が制定しており，印旛管内では八街市，

佐倉市，四街道市が制定済みとなっています。今後も運営協議会に意見を伺いながら，検討してい

きたいと考えております。 
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○八街市，佐倉市，四街道市が制定しているということだが，内容はどうなっているのか。 
⇒生活等が非常に困難になった場合ということは同じですが，対象とする基準額が違います。八街市，

佐倉市，四街道市では生活保護基準の 130％まで認めておりますので，100％を超えて申請が上が

った場合は，特別調整交付金の対象外になります。 
○用語の意味で，一部負担金の徴収猶予，猶予期間 6 箇月以内とあるが，減免するということで良

いか。 
⇒猶予ということで猶予期間が終わったら返納していただくことになります。 
 
 
国民健康保険被保険者証の一斉更新について 
⇒臓器の委嘱に関する法律が改正され，移植医療に関する啓発や知識の普及を進めるため，臓器提供

の意思を保険証に記載できるように改正されましたので，平成 23 年 10 月更新分の被保険者証か

ら裏面が臓器提供意思表示欄になります。広報紙のほか，一斉更新のときに保険証と一緒に送付す

る通知文の中でも臓器提供意思表示欄ができたことについて周知してまいります。 
○これは義務ということで，どこの保険者でも変えてきているが，変えるのにはどのくらい経費がか

かりますか。 
⇒窓口交付用の保険証については，単価的にはほぼ変わりません。 
○ソフトウエアの会社は関係ないのか。 
⇒単に印刷の版下が変わるということになります。ただ，被保険者数が増えておりますので，10 万

円程度予算が増えております。 
○臓器の移植に関する法律と国民健康保険法との関係はどうなってますか。 
⇒臓器の委嘱に関する法律が改正されたため，それを受けて国民健康保険法施行規則が改正されたと

いうことです。 
 
 
次回会議日程 
11 月 10 日（木）午後開催予定 


